
                                

山梨県公立学校中堅教諭等資質向上研修実施要項（素案） 

            
１ 目 的 

 この実施要項は，教育公務員特例法第２４条の規定に基づき，山梨県公立学校中堅教諭等資質向上研

修（以下「中堅研修」という。）の実施について定めたものである。 

 

２ 対 象 

 中堅研修の対象となる者（以下「中堅研修対象者」という。）は，国立及び公立の小学校，中学校，

高等学校，特別支援学校の教諭のうち，国公立又は私立学校で教諭としての採用日からの年数が１０年

に達した者とする。 

 

３ 実施内容 

  中堅研修は，山梨県教員育成指標における第２ステージの指標達成を目的として実施し，対象者は以

下の２つの研修を受講するものとする。 

(1) 採用日から１０年が経過した日の翌日から５年以内に，総合教育センター等における必修研修を

受けるものとする。 

(2) 採用日から１０年が経過した日の翌日から原則として１年以内に，主として所属校内において，

校長等の下，実際の授業実践を通した授業研究や教材研究，特定課題研究等の研修を２０日間程度

行うものとする。 

 

４ 実施方法 

(1) 所属校の校長は，中堅研修対象者の自己評価あるいは意見を参考にしながら，能力，適性等を評

価した評価票を作成し，それに基づいて研修計画案を作成する。 

  (2) 校長から提出された評価票及び研修計画案が，中堅研修対象者個々の資質・能力の向上や得意分

野を伸ばすものとなるよう，県教育委員会は必要な調整を行い，対象者個々の研修計画を決定する。 

 (3) 校長は，研修終了後に個々の中堅研修対象者の能力，適性及び研修成果等を再評価し，再評価票

を作成するとともに，その結果を以後の研修に反映し，対象教員の指導力向上に努める。 

 

５ 実施主体等 

 中堅研修は，市町村(組合)教育委員会の協力を得て，県教育委員会が実施する。 

 

６ 実施体制 

校長は，中堅研修対象者の研修実施にあたり，適宜適切な指導及び助言とともに評価を行う。 

 

７ 校内体制 

 (1) 校長は，中堅研修対象者が総合教育センター等における研修を受けるにあたり，授業等の校務に

支障が生じないよう配慮すること。 

 (2) 校長は研修実施にあたり，学校全体としての協力体制を確立すること。  

 

８ 提出書類等 

(1) 校長は，研修実施前に評価票及び研修計画案の作成を行い，所管する教育委員会に提出する。 

 (2) 市町村(組合)教育委員会は，所管する学校から提出された評価票及び研修計画案を県教育委員会

に提出する。 

 (3) 校長は，研修終了後，対象者に係る再評価票を作成し，所管する教育委員会に提出する。 

 (4) 市町村(組合)教育委員会は，所管する学校より提出された再評価票を県教育委員会に提出する。 

 

９ 補 則 

 この要項で定めるもののほか，実施に関し，必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 

 １ この要項は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

資料４ 



平成３０年度　中堅教諭等資質向上研修　研修計画一覧

科目 番号 日数 研修項目 研修内容

1 0.5 学習指導 － 教科指導法
授業指導案、授業実践の様子を持ち寄り、効果的な授業方法についての助
言を受ける

2 0.5 学習指導 －
義務：地域の教育事情、
県立：異校種授業参観

義務：教育事務所が主催する交流会にて、異校種、地域の教育事情につい
て情報交換を行う。
県立：異校種の研究授業参観を行い、自身の実践に生かす。

1 1.0 生徒指導 学級経営 学級経営に必要なコミュニケーション技術
学級経営に必要なコミュニケーション技術を実践形式で学ぶ。
６５人程度、２日に分けて行う。

2 0.5 生徒指導 道徳性の涵養 道徳性とその涵養方法
全校種の教員を対象に、道徳性とは、その涵養の方法等について、また、
学習指導要領の目指すもの等について講義を受ける

必修３ 1 0.5 特別支援教育 － 教育現場におけるユニバーサル・デザインの利用
全校種の教員を対象に、特別な配慮の必要な児童生徒の特徴と、ユニバー
サルデザイン等の利用が、普通の児童生徒にもわかりやすい授業となるこ
とについて講義を受ける。

1 0.5 学校運営 教育課程 国および山梨県の教育施策
第3期教育振興基本計画、新学習指導要領、やまなし教員等育成指標の解
説を行い、これから求められる教師像について学ぶ。

2 0.5 学校運営 研修 学び続けることの意義
教員にとって、学び続けることの意義について講義を受ける。大学院研修参
加者の報告を聞き、自身のキャリアステージを考え、長期間の研修計画を
立てる。

3 0.5 学校運営 学校安全 危機管理
HUGの実習を通じて、学校の危機管理体制を考え直す。
研究協議では、学校でしておくべきことについて話し合う。

必修５ 1 0.5 新たな教育課題 選択
グローバル化、ICT活用、情報モラル
から選択

総合教育センターで開催される、指定される研修を0.5日分受講する。

必修６ 1 1.0 学校運営 教育課程 カリキュラム・マネジメント 教員免許状更新講習（必修領域）で代替可能

必修７ 1 1.0
生徒指導
キャリア教育
新たな教育課題

－
生徒指導、キャリア教育、新たな教育課題から
1.0日分を選択受講

教員免許状更新講習（選択必修領域、旧必修領域）で代替可能

必修８ 1 1.0 学習指導 － 教科指導に関わる研修を1.0日分受講 教員免許状更新講習（選択領域）で代替可能

やまなし教員等育成指標の分野

必修１

必修２

必修４



平成２９年度山梨県公立学校中堅教諭等資質向上研修実施要項 

            ※平成２８年度１１月公布 教育公務員特例法改正に伴う経過措置 
１ 目 的 

 平成２９年度中堅教諭等資質向上研修は，教育公務員特例法第２４条の規定に基づき，個々の能力，

適性等に応じて，教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすこ

とが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図ることを目的とす

る。 

 

２ 対 象 

 平成２９年度中堅教諭等資質向上研修の対象となる者（以下「中堅研修対象者」という。）は，国立

及び公立の小学校，中学校，高等学校，特別支援学校の教諭等のうち，国公立又は私立学校で教諭等と

しての在職期間が，平成２８年度末に１０年に達した者とする。 

 

３ 実施方法 

  (1) 所属校の校長は，中堅研修対象者の自己評価あるいは意見を参考にしながら，能力，適性等を評

価し，評価票を作成し，それに基づいて研修計画案を作成する。 

  (2) 校長から提出された評価票及び研修計画案が，中堅研修対象者個々の資質・能力の向上や得意分

野を伸ばすものとなるよう，県教育委員会は必要な調整を行い，対象者個々の研修計画を決定する。 

 (3) 中堅研修対象者は，原則として夏季・冬季の長期休業期間中に，研修計画に基づき，総合教育セ

ンター等における研修を１５日間程度受けるものとする。 

 (4) 中堅研修対象者は，長期休業期間中の研修において修得した知識や経験に基づき，主として所属

校内において，校長等の下，実際の授業実践を通した授業研究や教材研究，特定課題研究等の研修

を２０日間程度行うものとする。 

  (5) 校長は，研修終了後に個々の中堅研修対象者の能力，適性及び研修成果等を再評価し，再評価票

を作成するとともに，その結果を以後の研修に反映し，対象教員の指導力向上に努める。 

 

４ 実施主体等 

 (1) 中堅教諭等資質向上研修は，県教育委員会が実施する。 

 (2) 中堅教諭等資質向上研修は，市町村(組合)教育委員会の協力を得て実施する。 

 

５ 実施体制 

  (1) 県教育委員会は，中堅教諭等資質向上研修の実施に必要な指導・助言等を行う。 

  (2) 校長は，中堅研修対象者の研修実施にあたり，適宜適切な指導及び助言を行う。 

 

６ 校内体制 

 (1) 校長は，中堅研修対象者が総合教育センター等における研修を受けるにあたり，授業等の校務に

支障が生じないよう配慮すること。 

 (2) 校長は研修実施にあたり，学校全体としての協力体制を確立すること。  

 

７ 提出書類等 

(1) 校長は，研修実施前に評価票及び研修計画案の作成を行い，所管する教育委員会に提出する。 

 (2) 市町村(組合)教育委員会は，所管する学校から提出された評価票及び指導計画案を県教育委員  

会に提出する。 

 (3) 校長は，研修終了後，対象者に係る再評価票を作成し，所管する教育委員会に提出する。 

 (4) 市町村(組合)教育委員会は，所管する学校より提出された再評価票を県教育委員会に提出する。 

 

８ 補 則 

 この要項で定めるもののほか，実施に関し，必要な事項は別に定めるものとする。 

 

附 則 

 １ この要項は，平成２９年４月１日から施行する。 
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小 3101 3101

中 3201 3201

高 3301 3301

特 3401 3401

養 3501 3501

栄 3601 3601
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中 3202 3202

高 3302 3302

特 3402 3402

養 3502 ７／２４（月） 3502 3967養護教諭専門Ⅰ研修会
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小 3103
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栄 3603 ８／　２（水） ８／　８（火）
①総合教育センター
②県防災新館
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総合教育センター
スポーツ健康課
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平成２９年度　中堅教諭等資質向上研修会計画一覧

大学が開設する講座
①3915　〔都留文科大学〕②3916　〔都留文科大学〕(教師の子ども理解と学
習指導)
③3911（ワイン），3912（就労支援），
　 3913（中国古典文学），3914（特別支援）　〔山梨大学〕

午前：学校安全教育研修，博学連携研修
午後：講演（校種別２分科会），研究協議（校種別４分科会），閉講式

他校種の授業参観及び研究会参加（受講者が管理職と相談して交渉す
る。）

午前：災害時危機管理研修，生徒指導研修（人権教育）

午後：310キャリア教育研修会

1回 教科指導研修 2回

６／１６（金）

受講
形態

研修内容 備　　考

①開講式・オリエンテーション
②講演（高校教育課長）
③研修報告（教職大学院研修，企業研修）

教科別教科指導の在り方，学習指導案作成等

７／２７（木）
７／２８（金）
８／１０（木）
のいずれか

１日

８種１０研修会 山梨県総合教育センター　

開講式・オリエンテーションには, 所属校の校長も出
席する。（校長が出席できない場合は，教頭あるいは
中堅教諭等資質向上研修に携わる主任等が出席す
る。）
（過年度対象者の所属校長は，出席の必要なし。）

回
数

実施期日
研修場所 実施主体

小＝３１００番台，  中＝３２００番台，  高＝３３００番台，  特＝３４００番台，  養＝３５００番台，  栄＝３６００番台

研修会名 研修番号

必
修
１

開講式
研修会 共通 1

５／１８（木）
午後

総合教育センター

№
校
種

必
修
４
･
５

教科・専門
Ⅱ

研修会
指定選択 2

６月～１１月

高校教育課
（開講式・オリエンテーション）

総合教育センター
（講演・研修）

必
修
２
･
３

教科・専門
Ⅰ

研修会
2 総合教育センター

指定選択

１２／２７（水）
午前

または
午後

総合教育センター

教育事務所
甲府市教育委員会

６月～１１月

3966特別支援教育専門Ⅰ研修会

3968栄養教諭専門Ⅰ研修会

第１回（必修２）は日程は校種または教科・専門により
異なる。
第２回（必修３）は，午前は小・中，午後は高・特・養・
栄を基本とするが，例外もある。

総合教育センター

９月～１１月
3303
3403

1回
コミュニケーション研修
（山梨県青少年センタ-）

2回
教科・専門指導研修
授業実践交流等

運営担当者が
指示する場所

3103
3203

1

①８／　１（火）
②７／２６（水）
③７／２５（火）
④７／３１（月）
⑤８／１７（木）
⑥８／　３（木）
⑦８／　９（水）
⑧７／２８（木）

総合教育センター
高校教育課

必
修
６

教育課題
研修会

共通 1 ８／１８（金）

総合教育センター

必
修
８

大学講座
研修会

選択 1
①７／２４（月）
②７／２５（火）
③８／　４（金）

必
修
７

教育相談
研修会

選択

総合教育センター

総合教育センター

必
修
９

他校種間
交流

研修会
選択 1 ６月～１１月

高校教育課
（閉講式）

総合教育センター

総合教育センター
（研修・講演）

必
修
10

閉講式
研修会 共通 1 １／　５（金）

各自が
依頼した場所

養護教諭，栄養教諭は対象外

①都留文科大学
②都留文科大学
③山梨大学

授業実践交流

都留文科大学２日，山梨大学１日の計３日間の内か
ら，１日を選択する。
山梨大学については，午前・ 午後とも各１講座ず
つ，計２講座を選択する。

総合教育センター ①～⑧の内から，１研修会を選択する。

総合教育センター 全員が310研修会を受講する。

教育相談研修
①401教育相談基礎研修会　②402学校現場で生かす教育相談研修会　③
403ブリーフセラピー基礎研修会　④404関係機関との連携について学ぶ研
修会　⑤405不登校問題に関する理論と実際研修会　⑥406いじめ予防と解
決に関する研修会　⑦407アドラー心理学に基づく学級づくり研修会　⑧408
ストレスマネジメント研修会


